
川間台自治会運営体制/役割

【組織】

【班長】

【役割】

役員会議　☞　会長/会計部長/各チーム代表者等が参加し、自治会運営を協議し、決定する組織

各チーム　☞　自治会区域の当該課題の解決に取組むとともに、班長から提起された課題等を役員会議で提起する。

各班長　☞　「班長の仕事」（別冊）を行うとともに、班内で課題/改善案等あれば、該当するチームへ連絡する。

会計部長　☞　会計処理マニュアルに準じ、自治会の会計処理を行う。
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課題等あれば班長から当該チームへ連絡


